
例）全国健康保険協会（本人）例）日本郵政共済組合（本人）

○傷病手当金の支給対象

例）全国健康保険協会（家族）例）国民健康保険

例）健康保険組合

任意継続組合員
及び被扶養者は
支給対象

国民健康保険組合が該当
（建設連合国民健康保険や
医師国民健康保険組合等）

被保険者は
支給対象外

提出書類については、フローを参考にご確認ください。

※ 以下4つの条件を満たす必要があります。
① 退職日時点で継続して１年以上組合員
② 退職日は初診日から数えて4日目以降
③ 退職日に出勤していない（私傷病による有給休暇は問題なし）
④ 退職後も引き続き労務不能である旨の医師の証明がある

※保険証は地方自治体によって様式が異なります。

例）日本郵政共済組合（任意継続
組合員 又は 被扶養者）

×傷病手当金の支給対象外

有効期限が切れておらず
交付者名が市区町村

のものに限る

被扶養者も
支給対象

被扶養者は
支給対象


